
 
 
 

公
布
�
�
�
条
例
�
	


�
� 

 

◇
奈
良
県
事
務
処
理
�
特
例
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

准

看

護

師

に

関

す

る

事

務

に

係

る

規

定

の

整

備

 

関

西

広

域

連

合

が

准

看

護

師

に

関

す

る

事

務

の

一

部

を

処

理

す

る

こ

と

に

伴

い

!

准

看

護

師

に

関

す

る

事

務

に

つ

い

て

!

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

 

１ 

法

令

で

規

定

さ

れ

た

事

務

に

係

る

条

例

に

お

け

る

規

定

の

削

除

 

住

民

基

本

台

帳

法

の

改

正

及

び

住

民

基

本

台

帳

法

第

三

十

条

の

十

五

の

二

に

規

定

す

る

準

法

定

事

務

及

び

準

法

定

事

務

処

理

者

に

関

す

る

省

令

の

制

定

に

伴

い

!

当

該

法

令

で

規

定

さ

れ

た

条

例

で

定

め

る

都

道

府

県

知

事

保

存

本

人

確

認

情

報

又

は

都

道

府

県

知

事

保

存

附

票

本

人

確

認

情

報

を

利

用

し

!

又

は

提

供

す

る

事

務

に

係

る

規

定

を

削

除

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

 

 
 
 

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
職
員
定
数
条
例
等
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

 

１ 

奈

良

県

職

員

定

数

条

例

の

一

部

改

正

関

係

 

職

員

の

定

数

に

つ

い

て

!

次

の

と

お

り

改

め

る

こ

と

と

し

た

(

 

知

事

の

事

務

部

局

の

職

員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

三

!

三

二

一

人 
→
 

三

!

三

一

六

人

 

県

営

水

道

の

事

務

部

局

の

職

員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八

三

人 
→
 
 
 
 
 

〇

人

 

教

育

委

員

会

の

事

務

部

局

の

職

員 
 
 
 
 
 
 
 
 

一

七

五

人 
→
 
 
 

一

八

〇

人

 

２ 

県

費

負

担

教

職

員

定

数

条

例

の

一

部

改

正

関

係

 

職

員

の

定

数

に

つ

い

て

!

次

の

と

お

り

改

め

る

こ

と

と

し

た

(

 

県

費

負

担

教

職

員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七

!

二

三

二

人 
→
 

七

!

二

八

三

人

 



３ 

奈

良

県

立

高

等

学

校

等

職

員

定

数

条

例

の

一

部

改

正

関

係

 

職

員

の

定

数

に

つ

い

て

!

次

の

と

お

り

改

め

る

こ

と

と

し

た

(

 

中

学

校

及

び

高

等

学

校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一

!

七

八

一

人 
→
 

一

!

七

六

四

人

 

特

別

支

援

学

校 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一

!

〇

六

五

人 
→
 

一

!

〇

八

八

人

 

 

４ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

５ 

施

行

期

日

 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
附
属
機
関
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

 

１ 

附

属

機

関

の

設

置

 

⑴ 

奈

良

県

文

化

会

館

運

営

事

業

者

選

定

委

員

会

を

設

置

し

!

奈

良

県

文

化

会

館

の

運

営

に

係

る

事

業

者

の

選

定

に

関

す

る

重

要

事

項

に

つ

い

て

の

審

査

に

関

す

る

事

務

を

担

任

さ

せ

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑵ 

奈

良

県

Ｓ

Ｄ

Ｇ

ｓ

企

業

認

証

審

査

委

員

会

を

設

置

し

!

奈

良

県

Ｓ

Ｄ

Ｇ

ｓ

企

業

認

証

に

関

す

る

重

要

事

項

に

つ

い

て

の

審

議

に

関

す

る

事

務

を

担

任

さ

せ

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑶ 

奈

良

県

外

国

人

観

光

客

交

流

館

あ

り

方

検

討

委

員

会

を

設

置

し

!

奈

良

県

外

国

人

観

光

客

交

流

館

の

あ

り

方

に

関

す

る

重

要

事

項

に

つ

い

て

の

調

査

審

議

に

関

す

る

事

務

を

担

任

さ

せ

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑷ 

ま

ほ

ろ

ば

健

康

パ

¾

ク

事

業

者

選

定

委

員

会

を

設

置

し

!

ま

ほ

ろ

ば

健

康

パ

¾

ク

に

係

る

事

業

者

の

選

定

に

関

す

る

重

要

事

項

に

つ

い

て

の

審

査

に

関

す

る

事

務

を

担

任

さ

せ

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

附

属

機

関

の

廃

止

 

 
 
 

次

の

附

属

機

関

を

廃

止

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑴ 

奈

良

県

公

の

施

設

指

定

管

理

者

運

営

評

価

委

員

会

 

⑵ 

史

跡

等

整

備

活

用

補

助

金

選

定

審

査

会

 

⑶ 

文

化

資

源

活

用

補

助

金

選

定

審

査

会

 

⑷ 

奈

良

県

調

理

師

試

験

及

び

製

菓

衛

生

師

試

験

委

員

 

⑸ 

奈

良

県

毒

物

劇

物

取

扱

者

試

験

委

員

会

 

⑹ 

奈

良

県

一

般

用

医

薬

品

登

録

販

売

者

試

験

委

員

 



⑺ 

奈

良

県

中

小

企

業

会

館

等

活

用

検

討

委

員

会

 

⑻ 
奈

良

県

中

小

企

業

会

館

等

宿

泊

事

業

者

選

定

委

員

会

 

⑼ 
奈

良

の

木

利

用

拡

大

検

討

委

員

会

 

⑽ 

ま

ほ

ろ

ば

健

康

パ

¾

ク

に

お

け

る

イ

ン

ク

ル

¾

シ

ブ

機

能

検

討

委

員

会

 

⑾ 

ま

ほ

ろ

ば

健

康

パ

¾

ク

機

能

強

化

エ

リ

ア

整

備

事

業

事

業

者

選

定

委

員

会

 

３ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

４ 

施

行

期

日

 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

た

だ

し

!

別

表

知

事

の

部

奈

良

県

ふ

ぐ

処

理

師

試

験

委

員

の

項

の

改

正

規

定

は

!

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
部
設
置
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

 

１ 

部

の

名

称

の

変

更

 

 
 
 

福

祉

医

療

部

を

福

祉

保

険

部

に

変

更

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
職
員
�
勤
務
時
間
5
休
暇
等
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

 

１ 

育

児

を

行

う

職

員

の

時

間

外

勤

務

の

制

限

 

職

員

が

子

を

養

育

す

る

た

め

に

請

求

し

た

場

合

に

お

け

る

任

命

権

者

が

時

間

外

勤

務

を

さ

せ

て

は

な

ら

な

い

職

員

の

範

囲

を

!

三

歳

に

満

た

な

い

子

を

養

育

す

る

職

員

か

ら

小

学

校

就

学

の

始

期

に

達

す

る

ま

で

の

子

を

養

育

す

る

職

員

へ

と

拡

大

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

配

偶

者

等

が

介

護

を

必

要

と

す

る

状

況

に

至

"

た

職

員

に

対

す

る

意

向

確

認

等

 

⑴ 

任

命

権

者

は

!

職

員

が

配

偶

者

等

が

当

該

職

員

の

介

護

を

必

要

と

す

る

状

況

に

至

"

た

こ

と

を

申

し

出

た

と

き

は

!

当

該

職

員

に

対

し

て

!

仕

事

と

介

護

と

の

両

立

に

資

す

る

制

度

又

は

措

置

-

以

下

0

介

護

両

立

支

援

制

度

等

1

と

い

う

(

2

そ

の

他

の

事

項

を

知

ら

せ

る

と

と

も

に

!

介

護

両

立

支

援

制

度

等

の

申

告

!

請

求

又

は

申

出

-

以

下

0

請

求

等

1

と

い

う

(

2

に

係

る

当

該

職

員

の

意

向

を

確

認

す

る

た

め

の

面

談

そ

の

他

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

し

た

(

 



⑵ 

任

命

権

者

は

!

職

員

が

四

十

歳

に

達

し

た

日

の

属

す

る

年

度

に

お

い

て

!

⑴

の

事

項

を

知

ら

せ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

勤

務

環

境

の

整

備

に

関

す

る

措

置

 

任

命

権

者

は

!

介

護

両

立

支

援

制

度

等

の

請

求

等

が

円

滑

に

行

わ

れ

る

よ

う

に

す

る

た

め

!

次

に

掲

げ

る

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

し

た

(

 

ア 

職

員

に

対

す

る

介

護

両

立

支

援

制

度

等

に

係

る

研

修

の

実

施

 

イ 

介

護

両

立

支

援

制

度

等

に

関

す

る

相

談

体

制

の

整

備

 

ウ 

そ

の

他

介

護

両

立

支

援

制

度

等

に

係

る

勤

務

環

境

の

整

備

に

関

す

る

措

置

 

４ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

５ 

施

行

期

日

等

 

⑴ 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

た

だ

し

!

⑵

に

つ

い

て

は

!

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑵ 

そ

の

他

所

要

の

経

過

規

定

を

置

く

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
知
事
及
:
副
知
事
�
給
与
及
:
旅
費
�
関
�
�
条
例
等
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

第

一 

知

事

及

び

副

知

事

の

給

与

及

び

旅

費

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

 

 
 
 

副

知

事

の

期

末

手

当

の

支

給

割

合

を

次

の

と

お

り

改

定

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

 
 

⑴ 

令

和

六

年

度

 

 
 
 
 

十

二

月

期 
 

百

分

の

百

七

十 
 
→
 

百

分

の

百

七

十

五

 

 
 

⑵ 

令

和

七

年

度

以

降

 

 
 
 
 
 

六

月

期 
 

百

分

の

百

七

十 
 
→
 

百

分

の

百

七

十

二

・

五

 

 
 
 
 

十

二

月

期 
 

百

分

の

百

七

十

五 
→
 

百

分

の

百

七

十

二

・

五

 

第

二  

委

員

会

の

委

員

そ

の

他

特

別

職

の

職

員

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正 

 
  

 

期

末

手

当

の

支

給

割

合

を

次

の

と

お

り

改

定

す

る

こ

と

と

し

た

( 

 
 

⑴ 

令

和

六

年

度

 

 
 
 
 

十

二

月

期 
 

百

分

の

百

七

十 
 
→
 

百

分

の

百

七

十

五

 

 
 

⑵ 

令

和

七

年

度

以

降

 

 
 
 
 
 

六

月

期 
 

百

分

の

百

七

十 
 
→
 

百

分

の

百

七

十

二

・

五

 

 
 
 
 

十

二

月

期 
 

百

分

の

百

七

十

五 
→
 

百

分

の

百

七

十

二

・

五

 



第

三 

教

育

長

の

給

与

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

 

 
 
 
  

期

末

手

当

の

支

給

割

合

を

次

の

と

お

り

改

定

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

 
 

⑴ 
令

和

六

年

度

 

 
 
 
 

十

二

月

期 
 

百

分

の

百

七

十 
 
→
 

百

分

の

百

七

十

五

 

 
 

⑵ 

令

和

七

年

度

以

降

 

 
 
 
 
 

六

月

期 
 

百

分

の

百

七

十 
 
→
 

百

分

の

百

七

十

二

・

五

 

 
 
 
 

十

二

月

期 
 

百

分

の

百

七

十

五 
→
 

百

分

の

百

七

十

二

・

五

 

第

四 

施

行

期

日

等

 

 
 

１ 

令

和

七

年

三

月

二

十

八

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

た

だ

し

!

第

一

の

⑵

!

第

二

の

⑵

及

び

第

三

の

⑵

は

!

同

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

第

一

の

⑴

!

第

二

の

⑴

及

び

第

三

の

⑴

は

!

令

和

六

年

十

二

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

そ

の

他

所

要

の

経

過

規

定

を

置

く

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
一
般
職
�
職
員
�
給
与
�
関
�
�
条
例
等
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

第

一 

一

般

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

 

１ 

給

料

表

の

改

定

 

 
 
 

給

料

表

の

改

定

に

関

す

る

人

事

委

員

会

勧

告

に

準

じ

て

!

給

料

表

の

号

給

構

成

を

改

め

る

と

と

も

に

!

給

料

月

額

を

改

定

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

諸

手

当

の

改

定

等

 

 
 
 

昇

給

の

制

度

!

諸

手

当

の

額

等

を

次

の

と

お

り

改

定

す

る

と

と

も

に

!

在

宅

勤

務

等

手

当

を

新

設

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑴ 

昇

給

の

制

度

の

改

定

 

行

政

職

八

級

以

上

で

あ

る

職

員

等

の

昇

給

は

!

勤

務

成

績

が

特

に

良

好

で

あ

る

場

合

に

の

み

行

う

も

の

と

し

!

昇

給

さ

せ

る

場

合

の

昇

給

の

号

給

数

は

!

勤

務

成

績

に

応

じ

て

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

基

準

に

従

い

決

定

す

る

も

の

と

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑵ 

初

任

給

調

整

手

当

の

改

定

 

 
 
 
 
 
 
 
 

獣

医

学

に

関

す

る

専

門

的

知

識

を

必

要

と

す

る

職

員

 

 
 
 
 
 
 
 
 

月

額 

三

〇

!

〇

〇

〇

円 
→
 

六

〇

!

〇

〇

〇

円

 



 
 
 
 
 
 
 
 

支

給

期

間 

採

用

の

日

か

ら

十

年

以

内 
→
 

採

用

の

日

か

ら

二

十

年

以

内

 

⑶ 
扶

養

手

当

の

改

定

 
ア 
配

偶

者

に

係

る

扶

養

手

当

を

廃

止

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

イ 

子

に

係

る

扶

養

手

当

 

月

額 
一

人

に

つ

き 

一

〇

!

〇

〇

〇

円 
→
 

一

三

!

〇

〇

〇

円

 

⑷ 

通

勤

手

当

の

改

定

 

ア 

一

か

月

当

た

り

の

支

給

限

度

額

を

!

次

の

と

お

り

改

定

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

 
 

五

五

!

〇

〇

〇

円 
→
 

一

五

〇

!

〇

〇

〇

円

 

イ 

在

宅

勤

務

等

手

当

を

支

給

さ

れ

る

職

員

に

対

す

る

通

勤

手

当

に

つ

い

て

は

!

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

割

合

を

乗

じ

て

得

た

額

を

減

額

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

ウ 

新

幹

線

鉄

道

等

に

係

る

通

勤

手

当

の

支

給

要

件

の

う

ち

!

通

勤

事

情

の

改

善

に

相

当

程

度

資

す

る

も

の

で

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

職

員

に

限

る

取

扱

い

を

廃

止

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑸ 

単

身

赴

任

手

当

の

改

定

 

新

た

に

給

料

表

の

適

用

を

受

け

る

職

員

と

な

"

た

こ

と

に

伴

い

!

住

居

を

移

転

し

!

や

む

を

得

な

い

事

情

に

よ

り

配

偶

者

と

別

居

し

単

身

で

生

活

す

る

こ

と

を

常

況

と

す

る

職

員

で

!

当

該

適

用

の

直

前

の

住

居

か

ら

当

該

適

用

の

直

後

に

在

勤

す

る

公

署

に

通

勤

す

る

こ

と

が

困

難

で

あ

る

も

の

に

対

し

!

単

身

赴

任

手

当

を

支

給

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑹ 

在

宅

勤

務

等

手

当

の

新

設

 

ア

 
 

住

居

そ

の

他

こ

れ

に

準

ず

る

も

の

と

し

て

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

場

所

に

お

い

て

!

正

規

の

勤

務

時

間

の

全

部

を

勤

務

す

る

こ

と

を

!

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

期

間

以

上

の

期

間

に

つ

い

て

一

か

月

当

た

り

平

均

十

日

を

超

え

て

命

ぜ

ら

れ

た

職

員

に

は

!

在

宅

勤

務

等

手

当

を

支

給

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

イ 

在

宅

勤

務

等

手

当

の

月

額

は

!

三

!

〇

〇

〇

円

と

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑺ 

管

理

職

員

特

別

勤

務

手

当

の

改

定

 

管

理

職

手

当

を

支

給

さ

れ

る

職

員

が

災

害

へ

の

対

処

そ

の

他

の

臨

時

又

は

緊

急

の

必

要

に

よ

り

午

後

十

時

か

ら

翌

日

の

午

前

五

時

ま

で

の

間

-

週

休

日

等

に

含

ま

れ

る

時

間

を

除

く

(

2

で

あ

"

て

正

規

の

勤

務

時

間

以

外

の

時

間

に

勤

務

を

し

た

場

合

は

!

管

理

職

員

特

別

勤

務

手

当

と

し

て

!

一

回

に

つ

き

六

!

〇

〇

〇

円

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

額

-

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

勤

務

を

し

た

職

員

に

あ

"

て

は

!

そ

の

額

に

百

分

の

百

五

十

を

乗

じ

て

得

た

額

2

を

支

給

す

る

こ

と

と

し

た

(

 



⑻ 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

の

手

当

の

改

定

 

 
 
 
 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

を

住

居

手

当

等

の

支

給

対

象

に

加

え

る

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

給

与

か

ら

の

控

除

 

職

員

及

び

会

計

年

度

任

用

職

員

の

給

与

の

支

給

に

際

し

て

は

!

職

員

の

共

済

制

度

に

関

す

る

条

例

に

規

定

す

る

組

合

が

取

り

扱

う

保

険

の

保

険

料

そ

の

他

の

職

員

の

福

祉

の

向

上

に

資

す

る

も

の

と

し

て

規

則

で

定

め

る

も

の

の

額

に

相

当

す

る

額

を

!

そ

の

給

与

か

ら

控

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

し

た

(

 

４ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

第

二 

一

般

職

の

任

期

付

職

員

の

採

用

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

 

１ 

特

定

任

期

付

職

員

業

績

手

当

 

特

定

任

期

付

職

員

に

対

す

る

業

績

手

当

を

廃

止

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

勤

勉

手

当

 

特

定

任

期

付

職

員

に

対

し

て

勤

勉

手

当

を

支

給

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

管

理

職

員

特

別

勤

務

手

当

 

特

定

任

期

付

職

員

に

対

し

て

!

第

一

の

２

の

⑺

の

管

理

職

員

特

別

勤

務

手

当

を

支

給

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

４ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

第

三 

一

般

職

の

任

期

付

研

究

員

の

採

用

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

 

１ 

管

理

職

員

特

別

勤

務

手

当

 

第

一

号

任

期

付

研

究

員

に

対

し

て

!

第

一

の

２

の

⑺

の

管

理

職

員

特

別

勤

務

手

当

を

支

給

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

第

４ 

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

に

関

す

る

条

例

の

一

部

改

正

 

１ 

特

地

公

署

等

に

勤

務

す

る

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

 

定

年

前

再

任

用

短

時

間

勤

務

職

員

を

特

地

公

署

等

に

勤

務

す

る

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

の

支

給

対

象

に

加

え

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

災

害

応

急

作

業

等

に

従

事

す

る

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

 

⑴ 

正

規

の

勤

務

時

間

以

外

の

時

間

の

勤

務

と

す

る

支

給

要

件

を

廃

止

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑵ 

日

没

時

か

ら

日

出

時

ま

で

の

間

に

お

け

る

勤

務

に

つ

い

て

!

勤

務

一

回

に

つ

き

七

三

〇

円

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

額

に

!

百

分

の

五

十

に

相

当

す

る

額



を

加

算

し

た

額

を

支

給

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

３ 
防

疫

作

業

に

従

事

す

る

職

員

の

特

殊

勤

務

手

当

の

特

例

 
特

定

新

型

イ

ン

フ

ル

エ

ン

ザ

等

か

ら

県

民

の

生

命

及

び

健

康

を

保

護

す

る

た

め

に

行

わ

れ

た

措

置

に

係

る

作

業

で

あ

"

て

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

も

の

に

従

事

す

る

職

員

に

対

す

る

特

殊

勤

務

手

当

の

額

は

!

本

則

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

!

従

事

し

た

日

一

日

に

つ

き

一

!

五

〇

〇

円

-

緊

急

に

行

わ

れ

た

措

置

に

係

る

作

業

で

あ

"

て

!

心

身

に

著

し

い

負

担

を

与

え

る

も

の

と

し

て

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

も

の

に

従

事

し

た

場

合

に

あ

"

て

は

!

四

!

〇

〇

〇

円

2

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

!

人

事

委

員

会

規

則

で

定

め

る

額

と

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

第

五 

施

行

期

日

等

 

１ 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

経

過

規

定

を

置

く

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

関

係

条

例

に

つ

い

て

!

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
県
職
員
及
:
県
費
支
弁
職
員
等
�
旅
費
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

 

１ 

県

独

自

の

旅

費

の

支

給

の

廃

止

 

⑴ 

国

家

公

務

員

等

の

旅

費

に

関

す

る

法

律

-

以

下

0

法

1

と

い

う

(

2

及

び

法

を

施

行

す

る

法

令

の

例

に

よ

る

こ

と

の

例

外

と

し

て

い

た

旅

費

の

う

ち

!

宿

泊

料

!

移

転

料

!

着

後

手

当

等

の

支

給

に

つ

い

て

!

法

及

び

法

を

施

行

す

る

法

令

の

例

に

よ

る

こ

と

と

す

る

た

め

!

当

該

旅

費

の

支

給

に

係

る

規

定

を

廃

止

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑵ 

法

に

規

定

す

る

旅

費

の

う

ち

!

日

当

!

日

額

旅

費

!

食

卓

料

等

が

廃

止

さ

れ

る

こ

と

に

伴

い

!

法

及

び

法

を

施

行

す

る

法

令

の

例

に

よ

る

こ

と

の

例

外

と

し

て

い

た

当

該

旅

費

の

支

給

に

係

る

規

定

を

廃

止

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

等

 

⑴ 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑵ 

そ

の

他

所

要

の

経

過

規

定

を

置

く

こ

と

と

し

た

(

 

⑶ 

関

係

条

例

に

つ

い

て

!

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

( 

  



◇
知
事
等
�
給
与
�
特
例
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

 

１ 
特

例

措

置

の

実

施

期

間

 
特

例

措

置

の

実

施

期

間

を

次

の

と

お

り

改

定

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

平

成

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

七

年

三

月

三

十

一

日

ま

で 
→
 

平

成

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

令

和

八

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

 

２ 

施

行

期

日

 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
手
数
料
条
例
等
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

使

用

料

及

び

手

数

料

の

額

の

改

定

等

 

 
 
 

次

の

使

用

料

及

び

手

数

料

の

額

の

改

定

等

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

 
 

⑴ 

奈

良

県

手

数

料

条

例

の

一

部

改

正

関

係

 

 
 
 

ア 

准

看

護

師

免

許

手

数

料

等

の

廃

止

 

イ 

一

般

用

医

薬

品

登

録

販

売

者

試

験

手

数

料

の

廃

止

 

ウ 

毒

物

劇

物

取

扱

者

試

験

手

数

料

の

廃

止

 

エ 

調

理

師

免

許

手

数

料

等

の

廃

止

 

オ 

製

菓

衛

生

師

免

許

手

数

料

等

の

廃

止

 

カ 

宅

地

建

物

取

引

業

免

許

申

請

手

数

料

等

の

改

定

 

キ 

建

築

物

に

関

す

る

確

認

申

請

又

は

計

画

通

知

手

数

料

等

の

改

定

 

ク 

建

築

物

エ

ネ

ル

ギ

¾

消

費

性

能

適

合

性

判

定

手

数

料

等

の

改

定

等

 

ケ 

宅

地

造

成

工

事

許

可

申

請

手

数

料

等

の

改

定

等

 

⑵ 

橿

原

公

苑

使

用

条

例

の

一

部

改

正

関

係

 

 
 
 
  

 

橿

原

公

苑

に

お

け

る

使

用

料

の

改

定

等

 

⑶ 

奈

良

県

産

業

振

興

総

合

セ

ン

タ

¾

手

数

料

条

例

の

一

部

改

正

関

係

 

 
 
 
  

 

奈

良

県

産

業

振

興

総

合

セ

ン

タ

¾

に

お

け

る

試

験

手

数

料

の

改

定

等

 

⑷ 

奈

良

県

立

都

市

公

園

条

例

の

一

部

改

正

関

係

 

平

城

宮

跡

歴

史

公

園

休

憩

・

宮

跡

展

望

棟

に

お

け

る

使

用

料

の

改

定

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

等

 



 
 

⑴ 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

た

だ

し

!

次

に

掲

げ

る

も

の

は

!

そ

れ

ぞ

れ

の

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

 
 
 

ア 
１

の

⑴

の

ケ

及

び

３

の

⑵

の

一

部 

令

和

七

年

五

月

七

日

 

 
 
 

イ 

１

の

⑷ 

令

和

八

年

四

月

一

日

 

 
 

⑵ 

そ

の

他

所

要

の

経

過

規

定

を

置

く

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
行
政
手
続
�
G
H
�
特
定
�
個
人
�
識
別
�
�
�
M
�
番
号
�
利
用
等
�
関
�
�
法
律
�
基

S
T
個
人
番
号
�
利
用
等
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

法

令

で

規

定

さ

れ

た

事

務

に

係

る

条

例

に

お

け

る

事

務

に

係

る

規

定

の

削

除

 

 
 

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

の

改

正

並

び

に

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

第

九

条

第

一

項

に

規

定

す

る

準

法

定

事

務

及

び

準

法

定

事

務

処

理

者

を

定

め

る

命

令

及

び

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

第

十

九

条

第

八

号

に

基

づ

く

利

用

特

定

個

人

情

報

の

提

供

に

関

す

る

命

令

の

制

定

に

伴

い

!

当

該

法

令

で

規

定

さ

れ

た

条

例

で

定

め

る

個

人

番

号

を

利

用

す

る

事

務

等

に

係

る

規

定

を

削

除

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

 

 
 

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
認
定
V
W
X
園
�
認
定
�
要
件
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

認

定

こ

ど

も

園

に

お

け

る

食

事

の

提

供

の

際

の

必

要

な

配

慮

 

認

定

こ

ど

も

園

に

お

け

る

満

三

歳

以

上

の

子

ど

も

に

対

す

る

食

事

の

提

供

を

認

定

こ

ど

も

園

外

で

調

理

し

搬

入

す

る

方

法

に

よ

り

行

う

要

件

の

一

つ

と

し

て

!

栄

養

士

又

は

管

理

栄

養

士

が

必

要

な

配

慮

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 

 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  



◇
奈
良
県
幼
保
連
携
型
認
定
V
W
X
園
�
学
級
�
編
制
5
職
員
5
設
備
及
:
運
営
�
基
準
�
関
�
�
条

例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

幼

保

連

携

型

認

定

こ

ど

も

園

の

職

員

配

置

に

係

る

特

例

期

間

の

延

長

 

 
 

幼

稚

園

の

教

諭

の

普

通

免

許

状

を

有

し

!

又

は

保

育

士

の

登

録

を

受

け

た

副

園

長

及

び

教

頭

に

つ

い

て

!

幼

保

連

携

型

認

定

こ

ど

も

園

に

置

く

園

児

の

教

育

及

び

保

育

に

直

接

従

事

す

る

職

員

の

数

に

含

む

こ

と

が

で

き

る

特

例

の

期

間

を

!

令

和

九

年

三

月

三

十

一

日

ま

で

に

延

長

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 

 
 

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
児
童
福
祉
施
設
�
設
備
及
:
運
営
�
基
準
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

人

員

配

置

の

基

準

の

変

更

 

 
 
 

乳

児

院

!

児

童

養

護

施

設

!

福

祉

型

障

害

児

入

所

施

設

!

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

¾

!

児

童

心

理

治

療

施

設

及

び

児

童

自

立

支

援

施

設

に

つ

い

て

!

栄

養

士

に

代

え

て

管

理

栄

養

士

を

配

置

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

保

育

所

に

お

け

る

食

事

の

提

供

の

際

の

必

要

な

配

慮

 

 
 
 

保

育

所

に

お

け

る

満

三

歳

以

上

の

幼

児

に

対

す

る

食

事

の

提

供

を

保

育

所

外

で

調

理

し

搬

入

す

る

方

法

に

よ

り

行

う

要

件

の

一

つ

と

し

て

!

栄

養

士

又

は

管

理

栄

養

士

に

よ

る

必

要

な

配

慮

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

４ 

施

行

期

日

 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
女
性
自
立
支
援
施
設
�
設
備
及
:
運
営
�
基
準
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

人

員

配

置

の

基

準

の

変

更

 

女

性

自

立

支

援

施

設

に

つ

い

て

!

栄

養

士

に

代

え

て

管

理

栄

養

士

を

配

置

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 



 
 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
一
時
保
護
施
設
�
設
備
及
:
運
営
�
基
準
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

人

員

配

置

の

基

準

の

変

更

 

 
 
 

一

時

保

護

施

設

に

つ

い

て

!

栄

養

士

に

代

え

て

管

理

栄

養

士

を

配

置

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
救
護
施
設
5
更
生
施
設
5
授
産
施
設
及
:
宿
所
提
供
施
設
�
設
備
及
:
運
営
�
基
準
�
関
�

�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

人

員

配

置

の

基

準

の

変

更

 

救

護

施

設

及

び

更

生

施

設

に

つ

い

て

!

栄

養

士

に

代

え

て

管

理

栄

養

士

を

配

置

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 

 
 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
指
定
障
害
者
支
援
施
設
�
人
員
5
設
備
及
:
運
営
�
基
準
等
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正

�
�
条
例 

１ 

規

定

の

整

備

 

指

定

障

害

者

支

援

施

設

が

!

食

事

の

提

供

を

行

う

場

合

に

お

い

て

!

栄

養

士

又

は

管

理

栄

養

士

を

置

か

な

い

と

き

は

!

保

健

所

等

の

指

導

を

受

け

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 

 
 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

 



 
◇
奈
良
県
障
害
者
支
援
施
設
�
設
備
及
:
運
営
�
基
準
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

規

定

の

整

備

 

障

害

者

支

援

施

設

が

!

食

事

の

提

供

を

行

う

場

合

に

お

い

て

!

栄

養

士

又

は

管

理

栄

養

士

を

置

か

な

い

と

き

は

!

保

健

所

等

の

指

導

を

受

け

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 

 
 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
指
定
通
所
支
援
�
事
業
等
�
人
員
5
設
備
及
:
運
営
�
基
準
等
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改

正
�
�
条
例 

１ 

人

員

配

置

の

基

準

の

変

更

 

 
 

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

¾

で

あ

る

指

定

児

童

発

達

支

援

事

業

所

に

つ

い

て

!

栄

養

士

に

代

え

て

管

理

栄

養

士

を

配

置

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

 

 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
指
定
障
害
児
入
所
施
設
等
�
人
員
5
設
備
及
:
運
営
�
基
準
等
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改

正
�
�
条
例 

１ 

人

員

配

置

の

基

準

の

変

更

 

 
 

指

定

福

祉

型

障

害

児

入

所

施

設

に

つ

い

て

!

栄

養

士

に

代

え

て

管

理

栄

養

士

を

配

置

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

 

 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  



◇
奈
良
県
指
定
障
害
福
祉
�
�
�
�
�
事
業
等
�
人
員
5
設
備
及
:
運
営
�
基
準
等
�
関
�
�
条
例
�

一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

規

定

の

整

備

 

指

定

生

活

介

護

事

業

所

が

!

食

事

の

提

供

を

行

う

場

合

に

お

い

て

!

栄

養

士

又

は

管

理

栄

養

士

を

置

か

な

い

と

き

は

!

保

健

所

等

の

指

導

を

受

け

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 

 
 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
障
害
福
祉
�
�
�
�
事
業
�
設
備
及
:
運
営
�
基
準
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条

例 １ 

規

定

の

整

備

 

生

活

介

護

事

業

所

が

!

食

事

の

提

供

を

行

う

場

合

に

お

い

て

!

栄

養

士

又

は

管

理

栄

養

士

を

置

か

な

い

と

き

は

!

保

健

所

等

の

指

導

を

受

け

る

よ

う

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 

 
 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
軽
費
老
人
�
�
�
�
設
備
及
:
運
営
�
基
準
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

人

員

配

置

の

基

準

の

変

更

 

 
 

軽

費

老

人

ホ

¾

ム

及

び

軽

費

老

人

ホ

¾

ム

Ａ

型

に

つ

い

て

!

栄

養

士

に

代

え

て

管

理

栄

養

士

を

配

置

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

 

 
 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
養
護
老
人
�
�
�
�
設
備
及
:
運
営
�
基
準
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

人

員

配

置

の

基

準

の

変

更

 



 
 

養

護

老

人

ホ

¾

ム

に

つ

い

て

!

栄

養

士

に

代

え

て

管

理

栄

養

士

を

配

置

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

 

 
 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
特
別
養
護
老
人
�
�
�
�
設
備
及
:
運
営
�
基
準
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

人

員

配

置

の

基

準

の

変

更

 

 
 

特

別

養

護

老

人

ホ

¾

ム

及

び

地

域

密

着

型

特

別

養

護

老

人

ホ

¾

ム

に

つ

い

て

!

栄

養

士

に

代

え

て

管

理

栄

養

士

を

配

置

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

 

 
 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
�
人
員
5
設
備
及
:
運
営
�
基
準
等
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改

正
�
�
条
例 

１ 

規

定

の

整

備

 

指

定

短

期

入

所

生

活

介

護

事

業

所

等

に

つ

い

て

!

栄

養

士

に

代

え

て

管

理

栄

養

士

を

配

置

で

き

る

こ

と

と

な

る

こ

と

に

伴

い

!

当

該

事

業

所

等

が

指

定

介

護

老

人

福

祉

施

設

と

併

設

さ

れ

て

い

る

場

合

に

お

い

て

栄

養

士

又

は

管

理

栄

養

士

を

置

か

な

く

て

よ

い

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 

 
 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
指
定
居
宅
�
�
�
�
等
�
事
業
�
人
員
5
設
備
及
:
運
営
�
基
準
等
�
関
�
�
条
例
�
一
部

�
改
正
�
�
条
例 

１ 

人

員

配

置

の

基

準

の

変

更

 



指

定

短

期

入

所

生

活

介

護

事

業

所

!

基

準

該

当

短

期

入

所

生

活

介

護

事

業

所

及

び

指

定

短

期

入

所

療

養

介

護

事

業

所

に

つ

い

て

!

栄

養

士

に

代

え

て

管

理

栄

養

士

を

配

置

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

 

 
 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
指
定
介
護
予
防
�
�
�
�
等
�
事
業
�
人
員
5
設
備
及
:
運
営
並
:
�
指
定
介
護
予
防
�
�

�
�
等
�
係
�
介
護
予
防
�
�
M
�
効
果
的
�
支
援
�
方
法
�
基
準
等
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改

正
�
�
条
例 

１ 

人

員

配

置

の

基

準

の

変

更

 

 
 

指

定

介

護

予

防

短

期

入

所

生

活

介

護

事

業

所

!

基

準

該

当

介

護

予

防

短

期

入

所

生

活

介

護

事

業

所

及

び

指

定

介

護

予

防

短

期

入

所

療

養

介

護

事

業

所

に

つ

い

て

!

栄

養

士

に

代

え

て

管

理

栄

養

士

を

配

置

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

 

 
 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
立
医
科
大
学
及
:
医
療
�
�
�
�
並
:
�
南
和
地
域
公
立
病
院
等
整
備
基
金
条
例
�
一
部
�

改
正
�
�
条
例 

１ 

基

金

の

名

称

の

変

更

 

 
 
 

基

金

の

名

称

を

0

奈

良

県

立

医

科

大

学

及

び

奈

良

県

立

病

院

機

構

並

び

に

南

和

地

域

公

立

病

院

等

整

備

等

基

金

1

に

改

め

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

基

金

の

設

置

目

的

の

追

加

 

基

金

の

設

置

目

的

に

!

地

方

独

立

行

政

法

人

奈

良

県

立

病

院

機

構

が

設

置

す

る

施

設

等

の

整

備

及

び

病

院

機

構

が

行

う

病

院

事

業

の

経

営

の

安

定

化

を

追

加

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

施

行

期

日

 

 
 
 

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 



  

◇
奈
良
県
食
品
衛
生
検
査
所
設
置
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

分

掌

す

る

事

務

の

追

加

 

 
 

奈

良

県

食

品

衛

生

検

査

所

が

分

掌

す

る

事

務

に

!

と

畜

場

及

び

食

鳥

処

理

場

に

お

け

る

農

林

水

産

物

及

び

食

品

の

輸

出

の

促

進

に

関

す

る

法

律

に

基

づ

く

事

務

を

追

加

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 

 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
畜
舎
等
�
建
築
等
及
:
利
用
�
特
例
�
関
�
�
法
律
施
行
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

崖

に

近

接

す

る

畜

舎

等

 

 
 

宅

地

造

成

及

び

特

定

盛

土

等

規

制

法

に

適

合

す

る

土

地

に

お

け

る

畜

舎

等

は

!

崖

の

下

端

又

は

上

端

か

ら

そ

の

崖

の

高

さ

の

二

倍

以

上

の

水

平

距

離

を

保

つ

こ

と

を

要

し

な

い

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

屋

根

の

構

造

 

 
 

防

火

地

域

!

準

防

火

地

域

及

び

建

築

基

準

法

に

基

づ

い

て

指

定

す

る

区

域

以

外

の

区

域

に

お

い

て

は

!

木

造

の

畜

舎

等

で

延

べ

面

積

が

五

百

平

方

メ

¾

ト

ル

!

高

さ

が

十

三

メ

¾

ト

ル

又

は

軒

の

高

さ

が

九

メ

¾

ト

ル

を

超

え

る

も

の

の

屋

根

の

構

造

は

!

同

法

に

規

定

す

る

構

造

と

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

４ 

施

行

期

日

等

 

 

⑴ 

令

和

七

年

五

月

七

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

た

だ

し

!

２

は

!

同

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

 

⑵ 

そ

の

他

所

要

の

経

過

規

定

を

置

く

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
大
和
川
流
域
�
G
H
�
総
合
治
水
�
推
進
�
関
�
�
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

大

和

川

特

定

開

発

行

為

の

範

囲

の

見

直

し

 

宅

地

造

成

等

規

制

法

の

改

正

に

伴

い

!

大

和

川

特

定

開

発

行

為

に

つ

い

て

!

宅

地

造

成

及

び

特



定

盛

土

等

規

制

法

の

規

定

に

基

づ

く

宅

地

造

成

等

工

事

規

制

区

域

に

お

け

る

宅

地

造

成

又

は

特

定

盛

土

等

に

関

す

る

工

事

を

対

象

と

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２

 
 

施

行

期

日

 

令

和

七

年

五

月

七

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
建
築
基
準
法
施
行
条
例
�
一
部
�
改
正
�
�
条
例 

１ 

崖

に

近

接

す

る

建

築

物

 

 
 

宅

地

造

成

及

び

特

定

盛

土

等

規

制

法

に

適

合

す

る

土

地

に

お

け

る

建

築

物

は

!

崖

の

下

端

又

は

上

端

か

ら

そ

の

崖

の

高

さ

の

二

倍

以

上

の

水

平

距

離

を

保

つ

こ

と

を

要

し

な

い

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

長

屋

の

構

造

 

 
 
 

都

市

計

画

区

域

内

に

お

け

る

長

屋

の

う

ち

!

敷

地

等

と

道

路

と

の

関

係

に

係

る

建

築

基

準

法

の

認

定

を

受

け

た

長

屋

は

!

各

戸

の

主

要

な

出

入

口

が

道

路

に

面

す

る

こ

と

を

要

し

な

い

こ

と

と

し

た

(

 

３ 

屋

根

の

構

造

 

 
 
 

防

火

地

域

!

準

防

火

地

域

及

び

建

築

基

準

法

に

基

づ

い

て

指

定

す

る

区

域

以

外

の

区

域

に

お

い

て

は

!

同

法

の

特

殊

建

築

物

及

び

建

築

物

の

う

ち

!

木

造

の

建

築

物

で

三

以

上

の

階

数

を

有

し

!

又

は

延

べ

面

積

が

五

百

平

方

メ

¾

ト

ル

!

高

さ

が

十

三

メ

¾

ト

ル

若

し

く

は

軒

の

高

さ

が

九

メ

¾

ト

ル

を

超

え

る

も

の

の

屋

根

の

構

造

は

!

同

法

に

規

定

す

る

構

造

と

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

し

た

(

 

４ 

そ

の

他

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

５ 

施

行

期

日

等

 

 
 

⑴ 

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

た

だ

し

!

３

は

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

!

１

!

４

及

び

５

の

⑵

は

令

和

七

年

五

月

七

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑵ 

そ

の

他

所

要

の

経

過

規

定

を

置

く

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
文
化
芸
術
振
興
奨
学
金
基
金
条
例
�
廃
止
�
�
条
例 

１ 

条

例

の

廃

止

 

 
 

奈

良

県

文

化

芸

術

振

興

奨

学

金

基

金

条

例

は

!

廃

止

す

る

こ

と

と

し

た

(

 



２ 

施

行

期

日

 

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
准
看
護
師
試
験
委
員
条
例
�
廃
止
�
�
条
例 

１ 

条

例

の

廃

止

 

 
 

奈

良

県

准

看

護

師

試

験

委

員

条

例

は

!

廃

止

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２ 

施

行

期

日

 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
刑
法
等
�
一
部
�
改
正
�
�
法
律
�
施
行
�
伴
É
関
係
条
例
�
整
備
�
関
�
�
条
例 

１ 

規

定

の

整

備

 

 
 

拘

禁

刑

の

新

設

等

に

伴

い

!

次

の

条

例

に

つ

い

て

所

要

の

規

定

の

整

備

を

行

う

こ

と

と

し

た

(

 

⑴ 

奈

良

県

統

計

調

査

条

例

 

⑵ 

奈

良

県

情

報

公

開

条

例

 

⑶ 

奈

良

県

個

人

情

報

の

保

護

に

関

す

る

法

律

施

行

条

例

 

⑷ 

奈

良

県

行

政

不

服

審

査

会

条

例

 

⑸ 

職

員

の

分

限

に

関

す

る

条

例

 

⑹ 

奈

良

県

職

員

に

対

す

る

退

職

手

当

に

関

す

る

条

例

 

⑺ 

一

般

職

の

職

員

の

給

与

に

関

す

る

条

例

 

⑻ 

県

吏

員

職

員

退

隠

料

条

例

 

⑼ 

奈

良

県

指

定

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

指

定

の

手

続

等

に

関

す

る

条

例

 

⑽ 

奈

良

県

青

少

年

の

健

全

育

成

に

関

す

る

条

例

 

⑾ 

奈

良

県

心

身

障

害

者

扶

養

共

済

制

度

条

例

 

⑿ 

奈

良

県

障

害

の

あ

る

人

も

な

い

人

も

と

も

に

暮

ら

し

や

す

い

社

会

づ

く

り

条

例

 

⒀ 

奈

良

県

屋

外

広

告

物

条

例

 

⒁ 

奈

良

県

立

自

然

公

園

条

例

 

⒂ 

奈

良

県

自

然

環

境

保

全

条

例

 

⒃ 

奈

良

県

希

少

野

生

動

植

物

の

保

護

に

関

す

る

条

例

 



⒄ 

奈

良

県

浄

化

槽

保

守

点

検

業

者

の

登

録

に

関

す

る

条

例

 

⒅ 
奈

良

県

生

活

環

境

保

全

条

例

 

⒆ 
奈

良

県

砂

防

指

定

地

等

管

理

条

例

 

⒇ 

奈

良

県

中

央

卸

売

市

場

条

例

 

奈

良

県

金

属

く

ず

営

業

条

例

 

公

衆

に

著

し

く

迷

惑

を

か

け

る

暴

力

的

不

良

行

為

等

の

防

止

に

関

す

る

条

例

 

奈

良

県

風

俗

営

業

等

の

規

制

及

び

業

務

の

適

正

化

等

に

関

す

る

条

例

 

拡

声

機

に

よ

る

暴

騒

音

の

規

制

に

関

す

る

条

例

 

奈

良

県

少

年

補

導

に

関

す

る

条

例

 

奈

良

県

暴

力

団

排

除

条

例

 

２

 
 

施

行

期

日

等

 

⑴ 

令

和

七

年

六

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

⑵ 

そ

の

他

所

要

の

経

過

措

置

を

置

く

こ

と

と

し

た

(

 

  

◇
奈
良
県
未
来
Ì
Í
�
Î
�
Ï
�
Ð
・
文
化
振
興
基
金
条
例 

１ 

積

立

て

 

 
 

基

金

と

し

て

積

み

立

て

る

額

は

!

一

般

会

計

歳

入

歳

出

予

算

-

以

下

0

予

算

1

と

い

う

(

2

で

定

め

る

額

と

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

２

 
 

管

理

 

⑴ 

基

金

に

属

す

る

現

金

は

!

金

融

機

関

へ

の

預

金

そ

の

他

最

も

確

実

か

つ

有

利

な

方

法

に

よ

り

保

管

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

し

た

(

 

⑵ 

基

金

に

属

す

る

現

金

は

!

必

要

に

応

じ

!

最

も

確

実

か

つ

有

利

な

有

価

証

券

に

代

え

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

し

た

(

 

３

 
 

運

用

益

金

の

処

理

 

 
 

基

金

の

運

用

か

ら

生

ず

る

収

益

は

!

予

算

に

計

上

し

て

!

基

金

の

設

置

目

的

を

達

成

す

る

た

め

に

必

要

な

経

費

の

財

源

に

充

て

る

ほ

か

!

基

金

に

編

入

す

る

も

の

と

す

る

こ

と

と

し

た

(

 

４

 
 

処

分

 

 
 

基

金

は

!

そ

の

設

置

目

的

を

達

成

す

る

た

め

に

必

要

な

経

費

の

財

源

に

充

て

る

場

合

に

限

り

!

予

算

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

処

分

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

し

た

(

 

(21) (22) (23) (24) (25) (26) 



５ 

繰

替

運

用

 

 
 

知

事

は

!

財

政

上

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

!

確

実

な

繰

戻

し

の

方

法

!

期

間

及

び

利

率

を

定

め

て

!

基

金

に

属

す

る

現

金

を

歳

計

現

金

に

繰

り

替

え

て

運

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

こ

と

と

し

た

(

 

６ 

そ

の

他

 

 
 

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

!

基

金

の

管

理

に

関

し

必

要

な

事

項

は

!

知

事

が

定

め

る

こ

と

と

し

た

(

 

７ 

施

行

期

日

 

 
 

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

こ

と

と

し

た

(
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